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研究成果の概要（和文）：  ヨーロッパにおける「脱領域的」な多言語使用とは、地理的に画定される「領域」におい
て多様な言語が使用されることのみならず、任意の言語が地理的「領域」とは異なる「場」において使用されること、
すなわち、言語使用の「場」そのものの脱領域化をも意味する。
　公共分野の言語管理は現在も「言語の領域性」原則が強い一方で、対面コミュニケーションや商業分野における脱領
域的な多言語使用は、当該地域の社会・経済状況によって大きく変動している。他方で、ICT上や、一日限りのデモ行
進などの祝祭的な場の創出といった、従来とは異なる新しい「場」における多様な言語使用と、それにともなう新たな
言語意識の分裂などが確認された。

研究成果の概要（英文）：This study focused on "deterritorialized" multilingualism, which means that variou
s languages are used in sites other than the traditional  geographic "territory". We can also say that the
se sites themselves are deterritorialized.
While official language management generally continues to follow the principle of "territoriality", the de
gree of deterritorialization of multilingualism in face-to-face communication or business communication va
ries according to the socio-economic situation of the region. 
The study revealed the emergence of new sites of language use in virtual space (ICT) or one day events as 
festivals and demonstrations. These new sites of multilingualism are partly causing a divide among languag
e users due to different IT-skills.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1)本研究は、2008-2010 年度基盤研究(C)「ヨ
ーロッパにおける言語の「領域性」について
の歴史的・政策的研究」（課題番号 20520393,
研究代表者 佐野直子）からの継続的な関心
にもとづいている。先の基盤研究によって、
「言語の領域性原則」は、ヨーロッパにおい
ては、言語政策としてのみならず、国家や自
治州といった政治行政組織の枠組みそのも
のの基盤ともなることがあるほどに強く根
付いている一方、人の移動の多寡や、言語政
策を担う政治主体の権限、当該国家の分権化
レベル、当該言語の「商業的」価値などによ
っては、「領域性原則」の反映度にも差があ
ることが確認された。すなわち、従来歴史的
な「領域性」を持つとされている言語であっ
ても、その使用は脱領域的であることは十分
にありえるということである。 
(2)現在のヨーロッパ諸国の域内移動の自由
化の進行や、グローバルな人の移動の爆発的
増加によって、「領域性」をもたない言語が
多層的に使用されることはもはや日常的な
光景である。また、その使用「ドメイン」も、
従来の「公／私」にとどまらない新たな広が
りがあることが予想される。 
 
２．研究の目的 
(1)ヨーロッパの伝統的多言語地域において、
人の移動の増加に伴う「脱領域的な多言語
化」が、当該地域の話者たちの言語認識や言
語行動、また言語政策にどのような影響をも
たらしているのかを明らかにする。 
(2)「脱領域的」な言語使用の「場」は、どの
ように作り出され、話者たちはそこにどのよ
うに参与していくのかを明らかにする。 
 
３．研究の方法 
(1)研究代表者、研究分担者は、それぞれの
フィールド（フランス、ドイツ、スペイン、
ベルギー）において、文献調査と現地でのイ
ンタビュー調査を行う。 
(2)各年度ごとに研究打ち合わせ会議を開き、
それぞれの調査結果をもとにした比較と議
論を行い、適切な場において共同の成果発表
を行う。 
 
４．研究成果 
(1)公的セクターにおける言語使用の「脱領
域化」の困難、「脱領域的多言語使用」状況
把握の困難 
  
 2011 年度、2012 年度において、教育現場
や公共の多言語サービス部門における「脱領
域的な多言語使用」の状況を、研究代表者・
分担者がそれぞれのフィールドにおいて調
査を行った。 
 佐野は、2012 年度に南フランスの都市ニー
ム郊外の「農村」と「都市郊外住宅地域」が
混在した地域における公立中学でのオクシ
タン語教育の履修状況・履修動機や言語使用

状況などについてについて調査を行った。そ
こでは、スペイン系移民の子どもたちが家庭
言語に近いオクシタン語を履修する際の利
点（言語の相対化の視点など）もある一方で、
ほとんどの生徒が「地元のことば」「祖父・
祖母のことば」という履修動機をあげた。ま
た、言語の使用の場を学校の教室内にとどめ
ないためのさまざまな活動への参加や保護
者をまきこんだ活動の必要性や、教員の個人
的な努力とネットワークによってそれらの
活動が支えられている脆弱な状況が明らか
になった。 
 石部は 2011 年度にベルギー唯一の「二言
語地域」であるブリュッセルにおける「領域
的」ではない教育言語の選択についての現状
を調査した。そこでは、フランス語系のこど
もが、「教育レベル・教師レベル」が高いと
されているオランダ語系の学校に殺到する
といった想定外の現象が起きていること、一
方で、それぞれの言語の教育システムは完全
に別系統であり、教師間の交流などはほとん
ど行われていないことなどが確認された。ま
た、2012 年度には、ブリュッセルの教育に権
限を有するフランス語共同体とフランデー
レン共同体教育担当機関での資料収集や聞
き取りを行った。 
 木村は 2011 年・2012 年度にドイツ・ポー
ランド国境地域における相互の言語教育の
進展を調査した。EU 統合の中で経済的な付加
価値として期待できるポーランド側のドイ
ツ語教育のみならず、ドイツ側でもポーラン
ド語教育が進展している様子が確認された。 
 塚原は、移民を対象としたスペイン語教育
に関する実態調査を行い、またカタルーニャ
自治州が力を入れていた司法分野などでの
多言語サービスの現状などについても報告
した。 
 
 以上の調査をもとに議論した際に問題に
なったのは、「脱領域的言語使用」の全体像
の把握が非常に困難であることと、ヨーロッ
パにおける「言語の領域性原理」が政治理念
として確立され、国や自治体によっては社会
の構成原理そのものに組み込まれているほ
ど強固であることである。ヨーロッパで一定
の形で制度化されている「多言語主義政策」
は、そのような制度化された「領域性原則」
の寛容化、「複数の言語の領域性原則の（よ
りせまい範囲での）適用」といった形で実施
されることも多く、現実の流動的な多言語使
用に対する対応は、社会の構成原理にまで影
響を及ぼすことがないような「現場」レベル
の努力にとどまっている。 
 また、対面的なコミュニケーションにおけ
る多言語の流動的・脱領域的な使用が現実に
確認されているとしても、その全体像の把握
はきわめて困難であり、しかも、そのときど
きの経済・社会状況によってその変動が想定
を超えて大きくなることがある。ある「場」
に焦点を合わせた場合、そこにいるメンバー



が移動のために画定困難になってしまう。
「流動的な多言語使用」と、それに対する現
場レベルでのさまざまな対応を一定の政策
レベルにまで引き上げることは容易ではな
いと思われる。 
 
(2)言語使用の「場」そのものの脱領域化 
 
 研究代表者・分担者がもう一点注目したの
は、「地理的領域」をあらかじめ前提とする
のではない、「場」そのものの脱領域化とそ
の創出、その「場」における言語の使用状況
である。  
 研究代表者の佐野は、2012 年 2月にニース
とイタリアにおける「フェスティバル」にお
ける多様な言語使用について、参与観察とイ
ンタビューを行った。また、3 月には、南フ
ランスのトゥールーズにおいて実施された
オクシタン語の使用促進を求める第４回デ
モ行進において、オクシタン語の「脱領域的」
使用状況について250名を対象にした質問票
調査を行った。フェスティバルもデモ行進も
「限定的な祝祭空間」として創出され、一定
の言語使用の機会を作り出すことも一つの
目的となっていることが大きな特徴である。 
 分担者の木村は、2012 年度に一年間のサバ
ティカルを利用して、ドイツ・ポーランド国
境地域を集中的に調査した。ドイツ・ポーラ
ンド間の「境界線」は、歴史的にきわめて流
動的であり、言語使用もそれゆえに多層的・
脱領域的であったが、1945 年以降の東ドイ
ツ・ポーランド間の国境が確定し、ドイツ語
話者たちの大量の強制移住が起きた後は、二
言語は国境というきわめて明瞭な形で「領域
化」され、人の移動も著しく制限された。そ
して1990年に東西ドイツが統一された後は、
その国境は「EU 境界」となり、長らく両者の
交流が途絶えていた。2011 年からのポーラン
ド・ドイツ間での人の移動・就労の自由化が
当該地域にどのような影響を及ぼしている
のかについて、長期間にわたって参与観察を
行った。 
 その中で、商業的表示や観光分野における
書記化された多言語表示による「言語景観」
の変化が確認された。ヨーロッパにおいては、
公的な多言語表示にはさまざまな法的規制
がかかり、それが商業的な分野にも及ぶ（フ
ランスのトゥーボン法、ベルギーなど）こと
もあるが、チラシや手書きのポスターまで含
まれるようなミクロなレベルでの「言語景
観」は、そのときどきの需要に応じて敏感に
変動するものである。それは、数日限りの祭
りや一日限りのデモ行進において、徹底して
「言語景観を塗り替える」という戦略にも通
じ、従来の固定的な領域性原則を超えるもの
であろう。 
 もう一つの言語使用の「脱領域的」な「場」
は、ICT 上での言語使用である。佐野は 2012
年３月のトゥールーズでのデモ行進で質問
票調査を実施し、その中で、「どこでオクシ

タン語を使用するか」という項目を入れたと
ころ、30 代未満とそれ以上では SNS などでの
言語使用の傾向が大きく異なり、若い世代が
オクシタン語を使用する主要な場が、
facebookやSMSといったICT上で「書くこと」
になっていることが明らかになった。石部は
2012 年度の調査で、ベルギー南部のワロニ―
地方の諸地域語において、ICT 技術を利用し
た活動が中心的になっていること、そしてそ
のことがICTリテラシー格差による言語の分
裂も引き起こしていることを確認した。塚原
はこれら ICT 技術の活用例として、ドキュメ
ンタリー映画などの「アーカイブ化」の事例
の聞き取り調査を行った。 
 
 (3)研究成果の総括と発表 
 
 以上の調査や議論により明らかになった
のは、「領域性原則」が政治行政の基盤とし
て強く根付いているヨーロッパにおいても、
脱領域的多言語使用は多方面で起きている
一方で、その実態が政策レベルに反映するこ
とには、さまざまな困難があるという点であ
る。むしろ「政策」として言語の管理が可能
な場合、その言語使用は自治体よりもさらに
小さな単位である「集合住宅地」「学校」と
いったものであっても、「領域性」を意識し、
それを一定の言語選択の根拠として動員す
る。 
 もし、言語選択が「領域性」を意識しない
で完全に自由に行われる場合は、もはや「言
語」そのものに付された文化的価値というよ
りは、より商業的な付加価値によって選択さ
れることにもなり、そのような価値は社会経
済状況よって大きく変動する。さらに、「脱
領域的多言語化」を引き起こす主要な要因で
ある人の移動そのものの多寡や偏りがあり、
また、これもそれぞれの地域の経済・社会・
政治状況によって大きく変動する。 
 調査地において確認されたのは、2008 年以
降のヨーロッパ各地での深刻な経済危機や
それに伴う人口移動の流動化（スペインにお
ける「移民の逆流」など）、ヨーロッパの「周
辺」に位置づけられる地域の人口減の問題な
であった。ヨーロッパでは、人の移動が人の
「流入」を促すことを想定した議論を行って
いたが、伝統的な「少数言語」地域において
は、むしろ人口流出や過疎化が問題視され、
それゆえの「外部からの人の誘致」「隣接地
域との相互交流の強化」が多言語化を引き起
こすことにもなる。その場合、やや防衛的と
もいえる「領域性原則」にもとづく言語政策
が行われることもあるが、あえて越境的な言
語使用を求めることで、少数言語の生き残り
をはかろうとするという現象も見られる。 
 また、経済危機による、多言語サービスや
少数言語のための文化政策の予算などの大
幅な削減という問題も指摘された。 
 
 その一方で、「脱領域的多言語化」とは、



ある地理的「領域」において、従来その「領
域」において伝統的に使用されていた言語以
外の多様な言語が使用されることを意味す
るのみならず、任意の言語が「地理的領域」
とは異なる「場」において使用されること、
すなわち、言語使用の「場」そのものの脱領
域化をも意味する。特にその点で注目される
のが、ICT 上での多様な言語の使用であり、
ICT という「場」が登場したときに予想され
たような英語の寡占状態ではなく、むしろ、
従来「地理的領域」での公的使用から排除さ
れたような小言語の、特に「書記言語」とし
ての使用や使用者の交流の数少ない機会を
与える「場」や、アーカイブ保存の「場」と
して注目されている。 
 
 研究代表者・分担者が編集委員メンバーと
して参加している多言語社会研究会の第７
回研究大会が 2012 年 12 月に開催され、その
中心テーマとして、「多言語社会と ICT」が選
ばれた。分担者の塚原が研究大会の総括者を
つとめ、同じく分担者の石部が研究発表を行
った。そこでは、ICT のテクノロジーの発展
にともなう言語使用や態度の変化について
議論され、現実の圧倒的な脱領域的多言語状
況に対して、ICT テクノロジーを適用するこ
とで、たとえば教育や医療の現場で起きてい
る問題を解決しようとする動きなども報告
された。一方で、ICT 上の言語使用の調査方
法がまだ十分に確立していないこと（「場」
におけるメンバーの不特定性、データの収集
方法の信頼性や適正さ、「場」そのものの定
義を変容させうる言語使用、「言語」それ自
体のゆらぎによる対象化の困難など）も指摘
された。 
 
 最終年度の 2013 年度においては、７月１
日に第一回会合を持ち、本研究の総括と、成
果発表の方法について話し合った。それぞれ
のフィールド地の社会状況やそこに関与し
ている言語の多様さから、包括的な結論を出
すことは難しい一方で、言語の「領域性」が
どのように確保・管理され、またどのように
言語の「脱領域化」が起きているのかを、さ
まざまな事例研究を比較して議論すること
の重要性が確認された。そしてそのような議
論をするにあたって、言語の「領域性」と「脱
領域化」を非常に意識した言語政策を実施し
ているカタルーニャ自治州において成果発
表を行い、現地の研究者と交流・議論をする
ことが決定され、塚原が中心となって
Jornada La territorialitat ligüística（「言
語の領域性」シンポジウム）を、バルセロナ
大学の協力を得て開催することとなった。 
 
 2014年2月21日に、バルセロナ大学のGELA 
(Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades 危
機言語研究グループ)の全面的な協力を得て、
Jornada La territorialitat ligüística が
開催され、本研究メンバー4 人が、それぞれ

「領域化」の異なる言語とフィールド地につ
いて発表を行った。すなわち、石部がフラン
ス語でベルギーの「言語の領域性原則」の政
策的適用について、佐野がオクシタン語でフ
ランスにおけるオクシタン語の脱領域的使
用について、木村がエスペラントでドイツ・
ポーランド国境地域における言語の領域的
使用とその脱領域的交流について、そして塚
原がカタルーニャ語で、日本における言語の
「領域性原則」表出の事例を発表した。 
 木村のエスペラントによる発表はカタル
ーニャ語の通訳がつけられたが、それ以外の
言語は通訳なしでの発表となり、言語の「領
域性」について本セミナー自体があらためて
問いかける形となった。その後の質疑応答で
は、特にカタルーニャの言語状況との比較、
各国の移民の言語や、いわゆる「伝統的領域
的少数言語」、そしてある意味究極の「脱領
域的」な言語であるエスペラントの使用状況
の比較などが議論となった。「領域」を持っ
ているかどうかを基準にした言語の管理だ
けでは現在の言語使用状況の把握は困難で
あり、その「場」に応じた言語使用の規範の
編成や、「場」そのものの多様な創出が今後
の課題になると思われる。 
 バルセロナでのシンポジウムの様子はカ
タルーニャ自治政府が出版している『言語と
法(Llengua i dret)』オフィシャルブログに
て記事が掲載された（http://goo.gl/QinfDv）。
また、発表原稿は 2014 年中に刊行物として
まとめられ、バルセロナ大学から出版される
予定である。 
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